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業務紹介技術センター事業から

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学・環境担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

1．示差走査熱量計（DSC）による高分子材料の
劣化の有無の評価

　高分子材料は高温又は紫外線、その他化学薬品等に被曝し続けると
劣化し、破損や機能損失の原因になります。そのような材料の劣化の有
無や、上述のような外部刺激の被曝影響の程度を調べるための1つの
方法として、示差走査熱量計（Differential Scanning Calorimetry 
（DSC））を用いて、融点に代表される物質の相転移温度やガラス転移点
が変化しているか評価する方法があります。
　またDSCは上述の融点等のみならず、サーモ
グラム（信号強度を温度に対してプロットしたも
の）の変化から、物質の比熱や、相転移（融解や蒸
発等）又は化学反応に伴い発生する（吸収され
る）熱量を測定することもできます。

2．熱機械分析装置（TMA）による建築材料の
熱膨張係数の評価

　構造部品として用いられる材料には、想定される使用温度範囲にお
いてサイズの変化が許容範囲内であることが要求されます。温度変化
に伴うサイズの変化の大きさは熱膨張係数と呼ばれる物性値で評価さ
れますが、熱機械分析装置（Thermal Mechanical Analysis （TMA））
を用いることで熱膨張係数を比較的簡易に測定することが可能です。
図1は構造部品として用いられることを前提として設計された見た目
は同じ2種類の材料について、TMAによる熱膨張過程を評価・比較した
ものです。見た目は同じ材料でも、伸縮の仕方
が大きく異なることがわかります。
　また、TMAはガラス転移点やプラスチック材
料等の軟化点も評価することができ、形状も直
方体形状の角型材料だけではなくフィルム状の
薄膜材料にも対応できます。

3．熱重量・示差熱測定装置（TG-DTA）による
プラスチックの熱分解温度の評価

　プラスチックは加熱し続けると、軟化した後融解し、その後分解して
いきます。分解温度は組成や製造方法、劣化具合等によっても異なる

のですが、その性質を評価するための方法として、先述のDSCの他に、
熱重量・示差熱測定装置（Thermogravimetric-Differential Thermal 
Analysis（TG-DTA））を用いることもできます。TG-DTAの利点は、温
度変化に伴う物質の重量変化も同時に評価可能であり、温度変化の中
でどのような反応が進行しているのか、サーモグラムと重量変化から
推定できることです。図2はプラスチック材料にある物質を添加混合さ
せて、熱安定性がどの程度変化するか評価した
ものですが、添加混合させたものは低温側でも
熱分解している様子が確認され、分解過程が2
段階で進行していることがわかります。この結果
は元のプラスチックの原料に別の物質を添加す
ることで、加工性の改善等を図れる可能性を示
唆するものです。

4．熱分析で材料の劣化が判明した場合
　上記の熱分析では、その結果から材料の劣化の有無や程度について
評価することはできますが、原因については熱分析だけでは分からな
いことも多いです。そのような場合には、走査電子顕微鏡（SEM）等に
よる微細構造観察や温湿度サイクル試験による再現実験の実施、
FT-IRを用いたスペクトル測定による化学構造変化の有無を調べるこ
と等、他の分析手法を熱分析と併せて実施することで更なる考察を
行っていくことになります。

図1　構造材料のTMAによる伸縮の温度依存性の例

図2　TG-DTAによるプラスチックの分解性に及ぼす
添加効果の評価

工業材料等の品質管理や研究開発に当たっては、温度変化に伴うサイズ変化や変性、材料の物性等の変化を把握しておく必
要があります。中小企業技術センターでは、これらの性質を評価するために3種類の熱分析装置（DSC、TMA、TG-DTA）を所
有しております。ここでは、その3種類の熱分析装置をどのように活用出来るか、一部事例を交えて紹介します。

熱分析装置による物性評価事例の紹介
安心・安全な電気・電子製品を開発し提供するためには、製品から放出される電磁ノイズの低減・規制対応や、日常で発生して
いる雷、静電気、他の製品から放出の電磁ノイズを受けた際に誤動作・故障しないように対策するなど、ＥＭＣ（電磁環境両立
性）の技術が必要となります。
当センターでは、このＥＭＣ技術を広めるため、セミナーを開催しておりますので、その概要を紹介します。

「ＥＭＣ技術セミナー」のご紹介

製品安全 基礎 ―安全で信頼性のある製品を提供するために―

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

今年度（平成２８年度）の開催状況及び予定

■第一部

■第二部

第１回
６月２９日開催

【講師】ＰＳＥジャパン株式会社 代表取締役　櫨山 泰亮 氏

電気回路の基礎第2回
８月３１日開催 【講師】独立行政法人国立高等専門学校機構 

奈良工業高等専門学校 准教授　小野 俊介 氏

伝導・放射ノイズ測定に必要な測定器(オシロスコープからEMIレシーバまで)第３回
１１月４日開催予定 【講師】ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 技術部　吉本 修 氏

ＥＭＣ規格と試験方法
【講師】一般社団法人ＫＥＣ関西電子工業振興センター 試験事業部 事業部長付担当部長　泉 誠一 氏

製品設計・開発の際は、その製品が使用者にとって安全で快適であることが第一に求め
られます。安全を確保するため様々な法規制があり、ものづくりを行う上でこれらの規制は
避けて通れないものとなっています。本セミナーでは、その規制の中から「電気用品安全
法」を中心に講演いただきました。
「電気用品安全法」の対象となる「電気用品」には、登録検査機関による適合証明書が必
要な「特定電気用品」と、事業者の自己確認が必要な「特定電気用品以外の電気用品」があ
り、本セミナーではその違いや対象となる製品の具体例を紹介いただきました。また、同法
における日本固有の規定と国際規格に整合された規定との違いなどに加えて、電気・電子
製品に内在する危険性として「トラッキング現象」や「感電」を取り上げ、トラッキング対策の
技術基準改正やＩＥＣ規格における感電保護クラスの種別や絶縁の種類、その種の絶縁が求められる箇所などについて説明
をいただきました。

本セミナーでは、はじめにＥＭＣとは何かをご説明いただき、市街地の電磁波の様子や、
様々な場所で実際に起きた電磁波障害の事例について紹介いただきました。
ＥＭＣ規格については、規格の体系や国際規格などを定める組織について説明をいただ
いた後、ＣＩＳＰＲ規格やＩＥＣ規格の内容、また欧州、アメリカ、日本のＥＭＣ規制について講演
をいただきました。また、各国で規制を行うとともに市場調査を行い、監視を行っていること
についても説明をいただきました。加えて、ＥＭＣの評価としてエミッション測定（製品自身
が放出している電磁ノイズの測定試験）やイミュニティ試験（製品が電磁ノイズを受けた際
の耐性を調べる試験）の種類や試験方法について、実際の試験写真などを交えて紹介いた
だくとともに、放射ノイズ対策の考え方として筐体設計の紹介をいただきました。

静電気の試験と対策第４回
１２月２日開催予定 【講師】パナソニック株式会社ＡＩＳ社 インダストリアル事業開発センター 主任技師　井上 竜也 氏

【講師】株式会社ノイズ研究所 技術部 上席部長　石田 武志 氏


